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入社時マイナンバー提出のお願い


このたびは、ご入社おめでとうございます。
当社では、入社にあたり各種法令に基づく手続きを適正に行うため、個人番号（マイナンバー）のご提出をお願いしております。
マイナンバーは重要な個人情報であることから、その取り扱いについては法令を遵守し、厳重な管理体制のもとで運用いたします。本案内文では、マイナンバーの利用目的、提出方法および管理方法についてご説明いたしますので、内容をご確認のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。



１．マイナンバーの提出が必要となる理由

マイナンバーは、国の制度として、社会保障・税・災害対策の分野において利用が義務付けられている番号です。
企業においても、従業員に関する以下の手続きを行う際に、法令上マイナンバーの取得・利用が必要とされています。
当社では、これらの法定事務を正確かつ適正に行う目的に限定して、マイナンバーを利用いたします。

２．マイナンバーの利用目的

ご提出いただくマイナンバーは、以下の法令で定められた事務のみに利用します。

（１）税に関する事務
・源泉徴収票の作成・提出
・給与支払報告書の作成・提出
・年末調整に関する事務
・その他、所得税法・地方税法に基づく手続き

（２）社会保険・労働保険に関する事務
・健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失手続き
・雇用保険の資格取得・喪失手続き
・労災保険・雇用保険に関する届出
・各種給付金・手当金の申請手続き

※上記以外の目的でマイナンバーを利用することは一切ありません。
３．提出していただく書類について

以下のいずれかの方法により、マイナンバーをご提出ください。
・個人番号（マイナンバー）提供書
・本人確認書類の写し
（マイナンバーカードの両面、または通知カード ＋ 運転免許証等の身元確認書類）

４．マイナンバーの提出方法

マイナンバーの提出は、以下のいずれかの方法で行ってください。
・所定の封筒に封入し、総務担当者へ直接提出
・指定された方法（例：入社書類一式への同封）により提出
※メール送信や通常の社内チャット等での提出は行わないでください。
・提出期限：＿＿年＿＿月＿＿日まで

５．マイナンバーの管理・保護について

当社では、「個人情報の保護に関する法律」および「番号法」に基づき、以下の管理体制を整えています。
・マイナンバーは、利用目的ごとに管理責任者を定めて管理
・保管場所・アクセス権限を限定
・法定保存期間終了後は、速やかに廃棄・削除
・社内規程に基づく安全管理措置の実施
これにより、漏えい・紛失・不正利用の防止に努めています。

６．提出に関するご注意

・マイナンバーの提出は、法令に基づく手続きのため必要となります
・提出いただけない場合、社会保険や税務手続きに支障が生じる可能性があります
・内容に不明点や不安がある場合は、必ず事前にご相談ください

７．お問い合わせ先

マイナンバーの提出・取り扱いに関するご質問は、下記までお問い合わせください。

総務部
TEL：000-0000-0000　
E-mail：soumu@xxxx.co.jp
